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重
度
心
身
障
害
者
の
方
に
は

医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す

　

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

制
度
と
は
、
一
定
の
障
害
等
が
あ

る
人
が
医
療
を
受
け
た
際
の
医
療

費
を
公
費
で
負
担
す
る
制
度
で
す
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
一
部
負
担
金
を
受
給
者
か

ら
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
で
す
が
、
本
町
で
は
、
米
軍

再
編
交
付
金
を
活
用
し
、
そ
の
一

部
負
担
金
を
全
額
補
助
し
て
い
ま

す
の
で
、
今
ま
で
ど
お
り
保
険
適

用
分
に
か
か
る
医
療
費
の
自
己
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
対
象
と
な
る
人
の
要
件

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
ら
３

級
を
お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
を
お
持
ち
の
方

④
障
害
年
金
1
級
の
受
給
者

⑤
特
別
児
童
扶
養
手
当
1
級
の
受

給
者
等

■
助
成
の
要
件

　

対
象
と
な
る
人
の
要
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
一
定
の
所
得
制
限

額
を
超
え
な
い
方
は
、
お
近
く
の
総

合
支
所
か
出
張
所
で
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。（
所
得
制
限
額
に
つ
い
て

は
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）

６
月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限

　

６
月
29
日
㈮
ま
で

■
現
況
届
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
申
請
者
の
健
康
保
険
証

（
厚
生
年
金
等
加
入
者
の
場
合
）

※
右
記
以
外
の
書
類
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
受
給
資
格

　

中
学
校
修
了
前
（
15
歳
到
達
後
、

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
。

■
児
童
手
当
の
額　

・
３
歳
未
満　

月
額
１
万
５
千
円

・
３
歳
以
上
～
小
学
校
修
了
前　

月
額
１
万
円
（
第
３
子
以
降
は

１
万
５
千
円
）

・
中
学
生　

月
額
１
万
円

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
以
上
の
場

合
は
右
記
の
月
額
は
適
用
さ
れ

ず
、
児
童
１
人
あ
た
り
月
額
５
千

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
第
３
子
の
数
え
方
に
関
す
る
補
足

　

養
育
す
る
児
童
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童
）
の
う
ち
、

年
長
者
か
ら
第
１
子
、
第
２
子
…

と
数
え
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る

65
歳
未
満
の
方
に
は
更
新
書
類
を

送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き

の
お
済
み
で
な
い
方
は
６
月
中
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い

て
は
更
新
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
新
し
い
受
給
者
証

を
６
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
健
康
保
険
証
、
対
象
に

な
る
要
件
が
確
認
で
き
る
も
の

（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
障

害
年
金
証
書
な
ど
）

■
受
給
者
証
有
効
期
間

　

７
月
１
日
㈰
～
平
成
31
年
６
月

30
日
㈰

■
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

６
月
は
児
童
手
当

「
現
況
届
」
の
提
出
を

お
忘
れ
な
く

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方

は
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お

け
る
状
況
を
記
載
し
、
引
き
続
き

手
当
を
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、

■
手
続
き

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
お

よ
び
各
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

■
日
時

・
７
月
５
日
㈭

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

・
７
月
６
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
２
日
間
の
受
講
が
必
要
で
す
。

■
講
習
場
所

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館
（
柳
井

市
柳
井
３
７
１
８
）

■
受
講
料
（
テ
キ
ス
ト
代
）

　

４
０
０
０
円

■
受
講
手
続
き

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
予
防

課
ま
た
は
最
寄
り
の
消
防
署
、
出

張
所
で
受
講
申
込
書
を
受
け
取

り
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
受
講
申
込
書
は
、
柳
井
地
区
広

域
消
防
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
受
付
期
限　

６
月
20
日
㈬

■
問
い
合
わ
せ　

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
７
７
７
４

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.yanai119.jp/

事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続

き
に
つ
い
て

■
年
度
更
新
手
続
き　

　

労
働
保
険
に
係
る
平
成
29
年
度

分
の
確
定
保
険
料
と
平
成
30
年
度

分
の
概
算
保
険
料
の
申
告
・
納
付

手
続
は
7
月
10
日
ま
で
の
間
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
電
子
申
請
を
行
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

http://w
w
w
.e-gov.go.jp/

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
申
告
書
受
付
相
談
会

　

県
内
各
地
に
お
い
て
、
申
告
書

の
記
入
相
談
・
受
理
、
保
険
料
の

納
付
な
ど
が
で
き
る
「
申
告
書
受

付
相
談
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

【
周
防
大
島
会
場
】

・
日
時　

６
月
22
日
㈮

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

・
場
所　

大
島
防
災
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
労
働
局
総
務
部

　

労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
８
３
（
９
９
５
）
０
３
６
６


